
令和４年度・５年度のグリーン化特例(軽課税率)について 

 

 

平成２９年４月１日から令和３年３月３１日の期間に最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性

能及び燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、検査を受けた日の属する年度の翌年度分の

み軽自動車税を軽減する特例措置が適用されます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 

 

 

≪対象車及び軽減割合≫ 

対象車及び要件 税率の軽減割合 

・電気自動車 

・天然ガス自動車 

（平成 21 年排ガス規制適合＋窒素酸化物 10％以上低減  

または平成 30 年排ガス規制適合） 

(ア)概ね 75％軽減 

・ガソリン車 

・ハイブリッド車 

（平成 17 年排ガス規制適合＋

窒素酸化物 75％低減 

または 

平成 30 年排ガス規制適合＋

窒素酸化物 50％低減） 

燃費性能  

三

輪

・ 

四

輪

乗 

用   

営

業

用 

令和 2年度燃費基準 

      ＋ 

令和 12 年度燃費基準 

90％達成車 

(イ)概ね 50％軽減 

令和 2年度燃費基準 

      ＋ 

令和 12 年度燃費基準 

70％達成車 

(ウ)概ね 25％軽減 

貨 

物 

 

適用なし 

 

車種区分 
税 額 

標準 (ア)概ね７５％軽減 (イ)概ね５０％軽減 (ウ)概ね２５％軽減 

三輪の 

軽自動車 

乗用 営業用 
３，９００円 

１，０００円 ２，０００円 ３，０００円 

その他 １，０００円 適用なし 

四 輪 

乗用 
営業用 ６，９００円 １，８００円 ３，５００円 ５，２００円 

自家用 １０，８００円  ２，７００円  

適用なし      

 
貨物 

営業用 ３，８００円  １，０００円 

自家用 ５，０００円  １，３００円 


